
（負 債 の 部）（資 産 の 部）
現 金 預 け 金
コ ー ル ロ ー ン
買 入 金 銭 債 権
商 品 有 価 証 券
金 銭 の 信 託
有 価 証 券
貸 出 金
外 国 為 替
そ の 他 資 産
有 形 固 定 資 産
無 形 固 定 資 産
繰 延 税 金 資 産
支 払 承 諾 見 返
貸 倒 引 当 金

預 金
譲 渡 性 預 金
コ ー ル マ ネ ー
債券貸借取引受入担保金
借 用 金
外 国 為 替
そ の 他 負 債
 未 払 法 人 税 等
 リ ー ス 債 務
 資 産 除 去 債 務
 そ の 他 の 負 債
退 職 給 付 引 当 金
睡眠預金払戻損失引当金
偶 発 損 失 引 当 金
支 払 承 諾
負 債 の 部 合 計
（ 純 資 産 の 部 ）
資 本 金
資 本 剰 余 金
 資 本 準 備 金
 その他資本剰余金
利 益 剰 余 金
 利 益 準 備 金
 その他利益剰余金
  固定資産圧縮積立金
  別 途 積 立 金
  繰越利益剰余金
自 己 株 式
株 主 資 本 合 計
その他有価証券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
評価・換算差額等合計
新 株 予 約 権
純 資 産 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計

69,768
123,728
20,087
23,385
44,691

2,052,689
3,527,379

1,778
17,233
38,097
385

26,585
29,073
42,016

5,053,624
359,100
63,284
846
252
129

34,964
4,216
917
616

29,214
46,846
233
680

29,073
5,589,034

24,658
7,842
7,835

7
286,034
24,658
261,375

793
251,605
8,976
2,127

316,408
27,818
570

27,247
177

343,834

5,932,868 5,932,868

△

△

△

金 額科 目金 額科 目

株式会社 

仙台市青葉区中央三丁目３番２０号

取締役頭取 氏 家 照 彦

第 １２７ 期 中 間 決 算 公 告

平成２２年１２月２４日

（単位：百万円）
中間貸借対照表（平成２２年９月３０日現在）



40,131
28,451
11,540
7,746
809
1,322

3,423
2,665
3,003
180

30,558
1,123

4,313
55

50,010

38,289

11,721
244
1,345
10,620

4,369
6,251

（          ）平成２２年４月 １日から
平成２２年９月３０日まで中間損益計算書

経 常 収 益
資 金 運 用 収 益
うち 貸 出 金 利 息
うち有価証券利息配当金

役 務 取 引 等 収 益
そ の 他 業 務 収 益
そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用
う ち 預 金 利 息

役 務 取 引 等 費 用
そ の 他 業 務 費 用
営 業 経 費
そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益
特 別 利 益
特 別 損 失
税 引 前 中 間 純 利 益
法人税、住民税及び事業税
法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 等 合 計
中 間 純 利 益

（ ）
（ ）

（ ） （   ）

（   ）
（   ）

（単位：百万円）

金　　　　　　　　　　　額科 目



個 別 注 記 表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
１．商品有価証券の評価基準及び評価方法
  　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
２．有価証券の評価基準及び評価方法
  　（１）　有価証券の評価は、 満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法） 、 子会社・
 子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては中
   間 決 算 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づ く 時 価 法 （ 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 に よ り 算 定 ）  、 時 価 を 把 握 す る こ と が 極 め
 て困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。

　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
　　金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、運用目的の金銭の信託については時（２）

 価法、その他の金銭の信託については上記　のうちのその他有価証券と同じ方法により行っております。（１）
３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、原則として時価法により行っております。
４．固定資産の減価償却の方法
  　（１）　有形固定資産（リース資産を除く）

　有形固定資産は、定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建　　　物　　　５年～３１年
そ　の　他　　　４年～２０年

  　（２）　無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。
　　リース資産（３）
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐
用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

５．引当金の計上基準
　　貸倒引当金（１）
　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権及びそれと同等の状況に
ある債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額
を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る
可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保
証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める
額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸
倒実績率等に基づき計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独
立した資産自己査定監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行って
おります。
　　退職給付引当金（２）
　従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中
間期末において発生していると認められる額を計上しております。
　なお、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。

        数理計算上の差異　各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（ １  ０ 年）による定額法
 により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理
　　睡眠預金払戻損失引当金（３）
　負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発
生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。
　　偶発損失引当金（４）
　信用保証協会との責任共有制度にかかる将来の負担金の支払に備えるため、対象債権に対する代位弁
済の実績率を合理的に見積もり、必要と認める額を計上しております。



６．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建の資産・負債については、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
７．リース取引の処理方法
　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成２０年４月１日前に開始する事
業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。
８．ヘッジ会計の方法
　　金利リスク・ヘッジ（１）
　金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、原則として繰延ヘッジによって

    おります。 ヘッジ取引は、 個別ヘッジのほか、 「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及
    び 監 査 上 の 取 扱 い 」 （ 日 本 公 認 会 計 士 協 会 業 種 別 監 査 委 員 会 報 告 第  ２   ４  号 ） に 基 づ き 処 理 し て お り ま す 。 ヘ
ッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出

    金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価
しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金
利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
　このほか、ヘッジ会計の要件を充たしており、かつ想定元本、利息の受払条件及び契約期間が対象資
産とほぼ同一である金利スワップ等については、金利スワップの特例処理を行っております。
　　為替変動リスク・ヘッジ（２）

    　 外 貨 建 金 融 資 産 ・ 負 債 か ら 生 じ る 為 替 変 動 リ ス ク に 対 す る ヘ ッ ジ 会 計 の 方 法 は 、 「 銀 行 業 に お け る 外 貨
    建 取 引 等 の 会 計 処 理 に 関 す る 会 計 上 及 び 監 査 上 の 取 扱 い 」 （ 日 本 公 認 会 計 士 協 会 業 種 別 監 査 委 員 会 報 告 第
     ２  ５ 号）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権

債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である
外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによ
りヘッジの有効性を評価しております。

９．消費税等の会計処理
  　消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただ
し、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間期の費用に計上しております。
 
中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
 （資産除去債務に関する会計基準）
　 当 中 間 期 か ら 「 資 産 除 去 債 務 に 関 す る 会 計 基 準 」 （ 企 業 会 計 基 準 第  １   ８  号 平 成  ２   ０  年 ３ 月  ３   １  日 ） 及 び 「 資 産 除 去
債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 ２  １ 号平成 ２  ０ 年３月 ３  １ 日）を適用しております。
　これにより、税引前中間純利益は５７８百万円減少しております。なお、経常利益への影響は軽微であります。
また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は６１０百万円であります。

注記事項
 （中間貸借対照表関係）
１．関係会社の株式総額　　　　　　　　　　　９２　百万円
２．貸出金のうち、破綻先債権額は６，３１９百万円、延滞債権額は７５，６３５百万円であります。
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元
  本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行
  った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 ４  ０ 年政令第 ９  ７ 
  号）第 ９  ６ 条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金
であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図
ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は１，４７１百万円であります。
　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している
貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は２２，３４９百万円であります。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息
の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、
延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。



５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１０５，７７５百万円で
 あります。
　なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
６．手形割引は、 「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会
 計士協会業種別監査委員会報告第 ２  ４ 号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れ
 た商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま
 すが、その額面金額は１５，１８７百万円であります。
７．担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産
有価証券　　　　　　　　　　　　１２１，７５３　百万円
その他資産　　　　　　　　　　　　　１４１　百万円
担保資産に対応する債務
預金　　　　　　　　　　　　　　　３１，６２８　百万円
債券貸借取引受入担保金　　　　　　　　８４６　百万円

　上記のほか、為替決済取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券１３９，４４１百万円を差
し入れております。
　なお、その他資産のうち保証金は６７百万円であります。
８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場
 合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する
 契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、１，４７７，１９９百万円であります。このうち原契約期
 間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが　１，４５４，０９４百万円あります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが
必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、
金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒
絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要
に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき
顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
９．有形固定資産の減価償却累計額　　　　７２，０９６　百万円
 １   ０  ． 「 有 価 証 券 」 中 の 社 債 の う ち 、 有 価 証 券 の 私 募 （ 金 融 商 品 取 引 法 第 ２ 条 第 ３ 項 ） に よ る 社 債 に 対 す る 当 行
 の保証債務の額は１０，９７９百万円であります。
１１．１株当たりの純資産額　　　　　　　　　９０６　円　３　銭
 １  ２ ．銀行法施行規則第 １  ９ 条の２第１項第３号ロ （ １  ０ ） に規定する単体自己資本比率（国内基準） １  ３ ．  ０  ９ ％

 （中間損益計算書関係）
１．「その他経常費用」には、債権売却損 ２  ８  ７ 百万円及び株式等償却 ４  ０  ３ 百万円を含んでおります。
２．１株当たり中間純利益金額　　　　　　　１６　円　４８　銭
３．特別利益には、貸倒引当金戻入益１９５百万円を含んでおります。
４．特別損失には、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額５７０百万円を含んでおります。
５．当中間期において、宮城県内の営業用店舗５か所及び遊休資産１か所並びに宮城県外の営業用店舗１か
 所について減損損失を計上しております。
　当行は、減損損失の算定にあたり、原則として、営業用店舗については継続的に収支の把握を行ってい
る個別営業店単位で、遊休又は処分予定資産については各資産単位で、グルーピングしております。減損
損失を計上した資産グループは、営業キャッシュ・フローの低下及び継続的な地価の下落等により、割引
前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、
  当該減少額 ７  ２  ４ 百万円（土地 ６  ６  ５ 百万円、建物 ４  ５ 百万円、その他の有形固定資産等 １  ３ 百万円）を減損損失と
して特別損失に計上しております。
　なお、回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としており、正味売却価額による場
合は不動産鑑定評価基準等に基づき、使用価値による場合は将来キャッシュ・フローを３．６％で割り引いて、
それぞれ算定しております。



その他

合　計

（百万円） （百万円） （百万円）

（百万円） （百万円） （百万円）

子会社・子法人等株式

合　計

子会社・子法人等株式

合　計

（百万円）

９２

９２

－

－

－ － －

－ － －

計上額を超えないもの
時価が中間貸借対照表

中間貸借対照表計上額

中間貸借対照表計上額

中間貸借対照表計上額

３７５ ３７５

３７５ ３７５

　社債

その他

　地方債

債券

　国債

株式

　社債

その他

　地方債

債券

　国債

株式

（百万円） （百万円） （百万円）
取得原価

６２，９７３

１，６６６，１６７

８１４，３６１

１１６，２１０

７３５，５９５

１２７，３４５

１，８５６，４８６

２５，３６３

１２，３２６

７，９４０

－

４，３８６

１５５，０４８

１９２，７３７

２，０４９，２２４

３５，５５５

１，６１７，９６７

７８９，６７１

１１３，４６４

７１４，８３１

１２４，８３４

１，７７８，３５７

３０，３６４

１２，４６３

７，９９２

－

４，４７１

１７９，８０４

２２２，６３２

２，０００，９９０

２７，４１８

４８，２００

２４，６８９

２，７４５

２０，７６４

２，５１０

７８，１２８

△　　５，００１

△　　　　１３７

△　　　　　５２

－

△　　　　　８５

△　２４，７５６

△　２９，８９４

４８，２３３

中間貸借対照表計上額

中間貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの

中間貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の

小　計

小　計

合　計

時　価 差　額種　類

時　価 差　額

差　額種　類

（有価証券関係）
　中間貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中のその他買入金銭債権が含まれております。
１．満期保有目的の債券（平成 ２  ２ 年９月 ３  ０ 日現在）

２．子会社・子法人等株式（平成 ２  ２ 年９月 ３  ０ 日現在）

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
上表の「子会社・子法人等株式」には含めておりません。

３．その他有価証券（平成 ２  ２ 年９月 ３  ０ 日現在）



合　計

（百万円）

非上場株式

組合出資金

中間貸借対照表計上額

３，１４８

２２３

３，３７２

金銭の信託
その他の

（百万円）
計上額

（百万円）
（百万円）
差額

（百万円）
取得原価

（百万円）

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先

要注意先

正常先

時価が取得原価に比べて５０％以上下落または、時価が取得原
価に比べて３０％以上５０％未満下落したもので、過去１か月間
の時価の平均が取得原価に比べて ５  ０ ％（一定以上の信用リス
クを有すると認められるものは ３  ０ ％）以上下落

時価が取得原価に比べて３０％以上下落

時価が取得原価に比べて下落

中間貸借対照表

１９，９８４ ２２，３９６ △　２，４１２ ― ２，４１２

うち中間貸借対照
表計上額が取得原
価を超えないもの

うち中間貸借対照
表計上額が取得原
価を超えるもの　

      （注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券
 
 
 
 
 
 
 

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。

４．減損処理を行った有価証券
  　有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比
べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当
  該時価をもって中間貸借対照表計上額とするとともに、 評価差額を当中間期の損失として処理（以下、 「減
  損処理」という。）しております。
  　当中間期における減損処理額は ３  ５  １ 百万円（うち、株式 ３  ５  １ 百万円）であります。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の
発行会社等の区分毎に次のとおり定めております。
 
 
 
 
 
 
 
 
　なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び
要注意先以外の債務者であります。
 
 （金銭の信託関係）
１．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外） （平成 ２  ２ 年９月 ３  ０ 日現在）

     （注） １．中間貸借対照表計上額は、当中間期末における市場価格等に基づく時価により計上したもので
 あります。
        ２． 「うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間貸借対照表計上額が取得原価
 を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
２．減損処理を行った金銭の信託
　その他の金銭の信託の信託財産を構成している有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価
が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないもの
については、当該時価をもって中間貸借対照表計上額とするとともに、減損処理しております。
　当中間期における減損処理額は１１２百万円であります。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の
発行会社等の区分毎に次のとおり定めております。



正常先

要注意先 時価が取得原価に比べて３０％以上下落

時価が取得原価に比べて下落

時価が取得原価に比べて５０％以上下落または、時価が取得原
価に比べて３０％以上５０％未満下落したもので、過去１か月間
の時価の平均が取得原価に比べて ５  ０ ％（一定以上の信用リス
クを有すると認められるものは ３  ０ ％）以上下落

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先

　なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び
要注意先以外の債務者であります。
 
 （税効果会計関係）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。
 

繰延税金資産
退職給付引当金　　　　　　　　　　１８，９５９　百万円
貸倒引当金　　　　　　　　　　　　１５，７０７
減価償却　　　　　　　　　　　　　７，２８４
有価証券償却　　　　　　　　　　　２，０５６
その他　　　　　　　　　　　　　　４，８７４
繰延税金資産小計　　　　　　　　　　４８，８８２
評価性引当額　　　　　　　　　　△　　３，７４０
繰延税金資産合計　　　　　　　　　　４５，１４１

 
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金　　　△　１８，００３
固定資産圧縮積立金　　　　　　△　　　　５３８
その他　　　　　　　　　　　　△　　　　　１４

繰延税金負債合計　　　　　　　　△　１８，５５６
繰延税金資産の純額　　　　　　　　　２６，５８５　百万円



株式会社 

仙台市青葉区中央三丁目３番２０号

取締役頭取 氏 家 照 彦

第 １２７ 期 中 間 決 算 公 告

平成２２年１２月２４日

（単位：百万円）

金 額科 目金 額科 目

（負 債 の 部）（資 産 の 部）

現 金 預 け 金

コールローン及び買入手形

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 出 金

外 国 為 替

リース債権及びリース投資資産

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

預 金

譲 渡 性 預 金

コールマネー及び売渡手形

債券貸借取引受入担保金

借 用 金

外 国 為 替

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

役員退職慰労引当金

睡眠預金払戻損失引当金

偶 発 損 失 引 当 金

支 払 承 諾

負 債 の 部 合 計

（ 純 資 産 の 部 ）

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

株 主 資 本 合 計

その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

評価・換算差額等合計

新 株 予 約 権

少 数 株 主 持 分

純 資 産 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計

69,855

123,728

20,087

23,385

44,691

2,063,266

3,515,799

1,778

25,122

29,040

38,910

1,071

30,134

29,073

51,620

5,051,045

358,900

63,284

846

12,028

129

46,533

47,289

51

233

680

29,073

5,610,095

24,658

7,842

287,347

2,101

317,747

27,822

570

27,252

177

9,053

354,230

5,964,326 5,964,326

△

△

△

中間連結貸借対照表（平成２２年９月３０日現在）



40,405

28,678

11,587

8,218

8,476

1,232

3,483

2,665

2,621

6,673

31,042

1,375

4,676

252

58,332

45,195

13,136

50

1,346

11,841

4,929

6,911

477

6,433

（単位：百万円）

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

うち 貸 出 金 利 息

うち有価証券利息配当金

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

う ち 預 金 利 息

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

税金等調整前中間純利益

法人税、住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計
少 数 株 主 損 益 調 整 前
中 間 純 利 益

少 数 株 主 利 益

中 間 純 利 益

（ ）

（ ）

（ ） （   ）

（   ）

（   ）

（          ）平成２２年４月 １日から
平成２２年９月３０日まで中間連結損益計算書

金　　　　　　　　　　　額科 目



連 結 注 記 表

　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいて
おります。

１．中間連結財務諸表の作成方針
　　連結の範囲に関する事項（１）
①　連結される子会社及び子法人等　　　７社

連結される子会社名
七十七ビジネスサービス株式会社
七十七スタッフサービス株式会社
七十七事務代行株式会社
連結される子法人等名
七十七リース株式会社
七十七信用保証株式会社
七十七コンピューターサービス株式会社
株式会社七十七カード

②　非連結の子会社及び子法人等
該当ありません。

　　持分法の適用に関する事項（２）
①　持分法適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等

該当ありません。
②　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等

該当ありません。
　　連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項（３）
連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。
９月末日　　　　７社

 
２．会計処理基準に関する事項
　　商品有価証券の評価基準及び評価方法（１）

    　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
　　有価証券の評価基準及び評価方法（２）

 　（　）イ　有価証券の評価は、 満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法） 、 その他
     有価証券のうち時価のあるものについては中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は
     移 動 平 均 法 に よ り 算 定 ）  、 時 価 を 把 握 す る こ と が 極 め て 困 難 と 認 め ら れ る も の に つ い て は 移 動 平 均 法 に
 よる原価法により行っております。

　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
 　（　）ロ　金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、運用目的の金銭の信託については
 時価法、その他の金銭の信託については上記　（　）イのうちのその他有価証券と同じ方法により行っており
 ます。
　　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法（３）
　デリバティブ取引の評価は、原則として時価法により行っております。
　　減価償却の方法（４）

 　（　）イ　有形固定資産（リース資産を除く）
　当行の有形固定資産は、定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しており
ます。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建　　　物　　　５年～３１年
そ　の　他　　　４年～２０年

　連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、主として定率法により償却しておりま
す。



 　（　）ロ　無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当

      行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。
 　（　）ハ　リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を
耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　　貸倒引当金の計上基準（５）
　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権及びそれと同等の状況に
ある債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額
を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る
可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保
証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める
額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸
倒実績率等に基づき計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独
立した資産自己査定監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行って
おります。
　連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金については、自己査定結果に基づき、一般債権について
は過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回
収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てております。
　　退職給付引当金の計上基準（６）
　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
　なお、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。

        数理計算上の差異　各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（ １  ０ 年）
 による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
　　役員退職慰労引当金の計上基準（７）
　連結される子会社及び子法人等の役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給規定に基
づく期末要支給額のうち、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
ます。
　　睡眠預金払戻損失引当金の計上基準（８）
　負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発
生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。
　　偶発損失引当金の計上基準（９）
　信用保証協会との責任共有制度にかかる将来の負担金の支払に備えるため、対象債権に対する代位弁
済の実績率を合理的に見積もり、必要と認める額を計上しております。
　　　外貨建資産・負債の換算基準（１０）
　外貨建資産・負債については、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
　　　リース取引の処理方法（１１）
　借手側の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成２０年４月１日前に
開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。
　　　重要なヘッジ会計の方法（１２）

 　（　）イ　金利リスク・ヘッジ
　当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、原則として繰延ヘッジ

      によっております。 ヘッジ取引は、 個別ヘッジのほか、 「銀行業における金融商品会計基準適用に関す
      る 会 計 上 及 び 監 査 上 の 取 扱 い 」 （ 日 本 公 認 会 計 士 協 会 業 種 別 監 査 委 員 会 報 告 第  ２   ４  号 ） に 基 づ き 処 理 し て

おります。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象と
      なる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピング

のうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対
象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
　このほか、ヘッジ会計の要件を充たしており、かつ想定元本、利息の受払条件及び契約期間が対象
資産とほぼ同一である金利スワップ等については、金利スワップの特例処理を行っております。



 　（　）ロ　為替変動リスク・ヘッジ
      　 当 行 の 外 貨 建 金 融 資 産 ・ 負 債 か ら 生 じ る 為 替 変 動 リ ス ク に 対 す る ヘ ッ ジ 会 計 の 方 法 は 、 「 銀 行 業 に お
      け る 外 貨 建 取 引 等 の 会 計 処 理 に 関 す る 会 計 上 及 び 監 査 上 の 取 扱 い 」 （ 日 本 公 認 会 計 士 協 会 業 種 別 監 査 委
      員会報告第 ２  ５ 号）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外

貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘ
ッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを
確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

　　　消費税等の会計処理（１３）
    　消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。た

だし、当行の有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間連結会計期間の費用に計上しております。
 
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
 （資産除去債務に関する会計基準）
　 当 中 間 連 結 会 計 期 間 か ら 「 資 産 除 去 債 務 に 関 す る 会 計 基 準 」 （ 企 業 会 計 基 準 第  １   ８  号 平 成  ２   ０  年 ３ 月  ３   １  日 ） 及 び
「 資 産 除 去 債 務 に 関 す る 会 計 基 準 の 適 用 指 針 」 （ 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第  ２   １  号 平 成  ２   ０  年 ３ 月  ３   １  日 ） を 適 用 し て
おります。
　これにより、税金等調整前中間純利益は５７８百万円減少しております。なお、経常利益への影響は軽微であ
ります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は６１０百万円であります。

表示方法の変更
 （中間連結損益計算書関係）
　 当 中 間 連 結 会 計 期 間 か ら 「 銀 行 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 内 閣 府 令 」  （ 内 閣 府 令 第  ４   １  号 平 成  ２   ２  年 ９ 月
 ２  １ 日）により改正された「銀行法施行規則」 （昭和 ５  ７ 年大蔵省令第 １  ０ 号）別紙様式を適用し、「少数株主損益
調整前中間純利益」を表示しております。

注記事項
 （中間連結貸借対照表関係）
１．貸出金のうち、破綻先債権額は７，１９４百万円、延滞債権額は７８，１７３百万円であります。
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元
  本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行
  った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 ４  ０ 年政令第 ９  ７ 
  号）第 ９  ６ 条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金
であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図
ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は１，４７１百万円であります。
　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸
出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は２２，４１２百万円であります。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息
の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、
延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
４．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１０９，２５２百万円で
 あります。
　なお、上記１．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
５．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会
 計士協会業種別監査委員会報告第 ２  ４ 号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れ
 た商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま
 すが、その額面金額は１５，１８７百万円であります。



６．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
有価証券　　　　　　　　　　　１２１，７５３　百万円
その他資産　　　　　　　　　　　　１４１　百万円
リース投資資産　　　　　　　　　　２５５　百万円
担保資産に対応する債務
預金　　　　　　　　　　　　　　３１，６２８　百万円
債券貸借取引受入担保金　　　　　　　８４６　百万円
借用金　　　　　　　　　　　　　　　１５０　百万円

　上記のほか、為替決済取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券１３９，４４１百万円を差
し入れております。
　なお、その他資産のうち保証金は９９百万円であります。
７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場
 合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する
 契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、１，５２２，５６４百万円であります。このうち原契約期
 間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが　１，４９９，４６０百万円あります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが
必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものでは
ありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、
当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をす
ることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等
  の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握
し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
８．有形固定資産の減価償却累計額　　　７４，８６７　百万円
９．借用金には、リース投資資産１１，０８９百万円を担保に提供する債権譲渡予約を行っている借入金９，２４１百万
 円が含まれております。
 １   ０  ． 「 有 価 証 券 」 中 の 社 債 の う ち 、 有 価 証 券 の 私 募 （ 金 融 商 品 取 引 法 第 ２ 条 第 ３ 項 ） に よ る 社 債 に 対 す る 当 行
 の保証債務の額は１０，９７９百万円であります。
１１．１株当たりの純資産額　　　　　　　９０９　円　５７　銭
 １  ２ ．銀行法施行規則第 １  ７ 条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率（国内基準） １  ３ ．  ３  ２ ％

 （中間連結損益計算書関係）
１．「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額 ２  １  ２ 百万円、債権売却損 ２  ９  ３ 百万円及び株式等償却 ４  ０  ３ 百万円
 を含んでおります。
２．１株当たり中間純利益金額　　　　　　　　　　１６　円　９６　銭
３．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額　　　１６　円　９４　銭
４．特別損失には、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額５７０百万円を含んでおります。
５．当中間連結会計期間において、宮城県内の営業用店舗５か所及び遊休資産１か所並びに宮城県外の営業
 用店舗１か所について減損損失を計上しております。
　減損損失の算定にあたり、原則として、当行の営業用店舗については継続的に収支の把握を行っている
個別営業店単位で、遊休又は処分予定資産については各資産単位で、グルーピングしております。また、
連結される子会社及び子法人等は各社をそれぞれ１つのグループとしております。減損損失を計上した資
産グループは、営業キャッシュ・フローの低下及び継続的な地価の下落等により、割引前将来キャッシュ
・フローの総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額７２４百万
  円（土地 ６  ６  ５ 百万円、 建物 ４  ５ 百万円、 その他の有形固定資産等 １  ３ 百万円）を減損損失として特別損失に計上
しております。
　なお、回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としており、正味売却価額による場
合は不動産鑑定評価基準等に基づき、使用価値による場合は将来キャッシュ・フローを３．６％で割り引いて、
それぞれ算定しております。



時　価 差　額

負債計

（単位：百万円）

資産計

中間連結貸借
対照表計上額

　　現金預け金（１）
　　コールローン及び買入手形（２）
　　有価証券（３）
　　満期保有目的の債券
　　その他有価証券
　　貸出金（４）
　　　貸倒引当金（※）

　　預金（１）
　　譲渡性預金（２）
　　コールマネー及び売渡手形（３）

６９，８５５
１２３，７２８
２，０５９，８４７
１０，５１４

２，０４９，３３２
３，５１５，７９９
△　　　４８，２６９

３，４６７，５３０

５，７２０，９６１

５，０５１，０４５
３５８，９００
６３，２８４

５，４７３，２２９

６９，８５５
１２３，７２８

２，０６０，００５
１０，６７２

２，０４９，３３２

３，５２２，９９９

５，７７６，５８８

５，０５８，８２５
３５８，９００
６３，２８４

５，４８１，０１０

―
―
１５７
１５７
―

５５，４６９

５５，６２７

７，７７９
０
―

７，７８０

 （金融商品関係）
○金融商品の時価等に関する事項
　平成２２年９月３０日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりでありま
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません
  （ （注２） 参照） 。また、「中間連結貸借対照表計上額」の重要性が乏しい科目については記載を省略してお
ります。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     （※）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
   （注１）金融商品の時価の算定方法
 資　産

　　現金預け金（１）
　預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
　　コールローン及び買入手形（２）
　コールローン及び買入手形については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。
　　有価証券（３）
　株式は取引所の価格、債券は日本証券業協会の価格又は取引金融機関が算定する価格等によってお
ります。投資信託は、公表されている基準価額や証券投資信託委託会社が提供する基準価額によって
おります。

      　自行保証付私募債については、将来キャッシュ・フロー（クーポン、元本償還額、保証料）を、市
場金利、発行体の信用リスク等を考慮した利率で割り引いて時価を算定しております。

      　変動利付国債については、「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会
      実務対応報告第 ２  ５ 号平成 ２  ０ 年 １  ０ 月 ２  ８ 日）を踏まえ、市場価格を時価とみなせないと当行が判断する基

準に該当したものについて、当中間連結会計期間末において合理的な見積りに基づき算定された価額
により評価しております。
　これにより、市場価格に基づく価額により評価した場合に比べ、有価証券は１７，３７７百万円、その他
有価証券評価差額金は１０，３２２百万円それぞれ増加し、繰延税金資産は７，０５５百万円減少しております。
　変動利付国債の合理的な見積りに基づき算定された価額は、国債の利回り及び金利スワップション
のボラティリティ等から見積った将来キャッシュ・フローを、同利回りに基づく割引率を用いて割り
引くことにより算定しており、国債の利回り及び金利スワップションのボラティリティが主な価格決
定変数であります。
　　貸出金（４）
　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実
行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし



（単位：百万円）

①　非上場株式（※１）  （※２）

区　　分

合　　計

中間連結貸借対照表計上額

②　組合出資金（※３）

３，１９５

２２３

３，４１９

ております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、商品性
に応じて元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率又は市場金利に信用格付ご

      との標準スプレッド（経費率を含む）を加味した利率で割り引いて時価を算定しております。なお、
      約定期間が短期間（１年以内）で、時価が帳簿価額と近似しているものは、当該帳簿価額を時価とし

ております。
　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見
込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照
表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
　貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないも
のについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定され
るため、帳簿価額を時価としております。

 負　債
　　預金（１）

      　要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなして
おります。また、定期預金は、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規預金を受け入

      れる際に適用する利率で割り引いて時価を算定しております。なお、預入期間が短期間（１年以内）
で、時価が帳簿価額と近似しているものは、当該帳簿価額を時価としております。
　　譲渡性預金（２）
　譲渡性預金については、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規譲渡性預金を受け

      入れる際に適用する利率で割り引いて時価を算定しております。なお、預入期間が短期間（１年以内）
で、時価が帳簿価額と近似しているものは、当該帳簿価額を時価としております。
　　コールマネー及び売渡手形（３）
　コールマネー及び売渡手形については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。

   （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、 金融商品の時価情報
 の「資産　その他有価証券」には含まれておりません。（３）
 
 
 
 
 
 
 
 
         （※１）非上場株式については、 市場価格がなく、 時価を把握することが極めて困難と認められるこ
 とから時価開示の対象とはしておりません。
         （※２）当中間連結会計期間において、非上場株式について ５  １ 百万円減損処理を行っております。
         （※３）組合出資金のうち、 組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められ
 るもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。



合　計

国債

地方債

（百万円） （百万円）種　類 時　価 差　額

その他

種　類

その他

　地方債

　社債

債券

　国債

株式

その他

　地方債

債券

　国債

株式

（百万円）（百万円）
取得原価 差　額

　社債

時価が中間連結
貸借対照表計上
額を超えるもの

時価が中間連結
貸借対照表計上
額を超えないも
の

中間連結貸借対
照表計上額が取
得原価を超える
もの

中間連結貸借対
照表計上額が取
得原価を超えな
いもの

中間連結貸借
対照表計上額
（百万円）

中間連結貸借
対照表計上額
（百万円）

５，８１３

４，３９９

１０，２１２

３０２

３７５

６７７

１０，８８９

５，９１１

４，４５８

１０，３７０

３０２

３７５

６７７

１１，０４７

９８

５９

１５７

△　　　　　　０

―

△　　　　　　０

１５７

６３，０７８

１，６６６，１６７

８１４，３６１

１１６，２１０

７３５，５９５

１２７，３４５

１，８５６，５９０

２５，３６７

１２，３２６

７，９４０

―

４，３８６

１５５，０４８

１９２，７４１

２，０４９，３３２

３５，５８６

１，６１７，９６７

７８９，６７１

１１３，４６４

７１４，８３１

１２４，８３４

１，７７８，３８８

３０，３７０

１２，４６３

７，９９２

―

４，４７１

１７９，８０４

２２２，６３８

２，００１，０２７

２７，４９１

４８，２００

２４，６８９

２，７４５

２０，７６４

２，５１０

７８，２０１

△　　５，００２

△　　　　１３７

△　　　　　５２

―

△　　　　　８５

△　２４，７５６

△　２９，８９６

４８，３０５

 （有価証券関係）
　中間連結貸借対照表の、 「有価証券」のほか、 「買入金銭債権」中のその他買入金銭債権が含まれておりま
す。
１．満期保有目的の債券（平成 ２  ２ 年９月 ３  ０ 日現在）

２．その他有価証券（平成 ２  ２ 年９月 ３  ０ 日現在）

３．減損処理を行った有価証券
  　有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比
べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当
該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を中間連結会計期間の損失として処
  理（以下、「減損処理」という。）しております。

国債

小　計

小　計

小　計

小　計

合　計



破綻先、実質破綻先、破綻懸念先

正常先

要注意先

時価が取得原価に比べて５０％以上下落または、時価が取得原
価に比べて３０％以上５０％未満下落したもので、過去１か月間
の時価の平均が取得原価に比べて ５  ０ ％（一定以上の信用リス
クを有すると認められるものは ３  ０ ％）以上下落

時価が取得原価に比べて下落

時価が取得原価に比べて３０％以上下落

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落

要注意先

正常先

その他の
金銭の信託

（百万円）

差　額取得原価

時価が取得原価に比べて５０％以上下落または、時価が取得原
価に比べて３０％以上５０％未満下落したもので、過去１か月間
の時価の平均が取得原価に比べて ５  ０ ％（一定以上の信用リス
クを有すると認められるものは ３  ０ ％）以上下落

（百万円）

時価が取得原価に比べて３０％以上下落

（百万円）（百万円）
（百万円）

中間連結貸借
対照表計上額

うち中間連結貸借対
照表計上額が取得原
価を超えるもの　　

うち中間連結貸借対
照表計上額が取得原
価を超えないもの　

１９，９８４ ２２，３９６ △　２，４１２ ― ２，４１２

  　当中間連結会計期間における減損処理額は ３  ５  １ 百万円（うち、株式 ３  ５  １ 百万円）であります。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の
発行会社等の区分毎に次のとおり定めております。
 
 
 
 
 
 
 
 
　なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び
要注意先以外の債務者であります。
 
 （金銭の信託関係）
１．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外） （平成 ２  ２ 年９月 ３  ０ 日現在）

     （注） １．連結貸借対照表計上額は、当中間連結会計期間末における市場価格等に基づく時価により計上
 したものであります。
        ２． 「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が
 取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
２．減損処理を行った金銭の信託
　その他の金銭の信託の信託財産を構成している有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価
が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないもの
については、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とするとともに、減損処理しております。
　当中間連結会計期間における減損処理額は１１２百万円であります。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の
発行会社等の区分毎に次のとおり定めております。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び
要注意先以外の債務者であります。



付与対象者の区分及び人数

付与日

権利確定条件

対象勤務期間

権利行使期間

権利行使価格（注２）

付与日における公正な評価単価（注２）

当行の取締役１６名

当行普通株式　３５７，５００株

平成２２年８月２日

権利確定条件は定めていない

対象勤務期間は定めていない

平成２２年８月３日～平成４７年８月２日

　１円

４１５円

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注１）

平成２２年ストック・オプション

 （ストック・オプション等関係）
１．ストック・オプションにかかる当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

営業経費　７３百万円
２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

     （注）１．株式数に換算して記載しております。
２．１株当たりに換算して記載しております。


